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            新                          旧              備考 
さいたま市建築工事 

特別共通仕様書 

 

令和８年４月 

さいたま市建築工事 

特別共通仕様書 

 

令和７年１０月 

改定年月の変更 

1.3.2 材料の品質等 

使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督職

員に提出する。ただし、規格等（標準仕様書で規定している規格〔日本産業規格（JIS）、日

本農林規格（JAS)等〕）で品質・性能保証されている場合及びあらかじめ監督職員の承諾を

受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 

1.3.2 材料の品質等 

使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督職

員に提出する。ただし、規格等（標準仕様書で規定している規格〔日本産業規格（JIS）、日

本農林規格（JAS)等〕、一般社団法人公共建築協会の評価名簿に登録されている材料、一般

財団法人ベターリビングの BL 認定品など）で品質・性能保証されている場合及びあらかじ

め監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 

資料提出を省略でき

る根拠がないため削

除 

構造体強度補正値（Ｓ）の期間 

コンクリート工事における構造体強度補正値（Ｓ）（標仕 表 6.3.2）の期間は下表に

よる。 

 
「暑中」の期間 

 

構造体強度補正値（Ｓ）の期間 

コンクリート工事における構造体強度補正値（Ｓ）（標仕 表 6.3.2）の期間は下表に

よる。 

 

「暑中」の期間 

 

日付の修正 



            新                          旧              備考 
改定履歴 

令和 ８年 ４月 １日改定 

改定履歴 改訂履歴の追加 

 


